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1）産業集積促進税制（不動産取得税の軽減措置） 

2）成長特区税制（法人府民税、法人事業税、不動産取得税の軽減措置） 

3）特区税制（法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税の軽減措置） 
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1) 相談窓口 
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注）大阪府・大阪市のインセンティブの詳細・最新情報につきましては、各ホームページをご覧くだ

さい。 

〔大阪府: http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/shokai.html〕 

〔大阪市: http://www.city.osaka.lg.jp/sangyo/category/3037-1-4-0-0-0-0-0-0-0.html〕  
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１．テンポラリーオフィス・インキュベーションオフィス 

1) テンポラリーオフィス（大阪市/ジェトロ） 

ビジネス・サポート・オフィス（BSO） 

所有団体名 大阪市 

運営団体名 一般財団法人 大阪国際経済振興センター 国際部（IBPC大阪） 

場所 ATCビル４階（トレードセンター前駅） 

部屋数 個室 6室 シェアオフィス（6 ブース） 

賃貸料 無料 

入居の際に必要な費用 

(保証金) 

個室 30 日未満―2万円  30日以上―5 万円 

シェアオフィス 2 万円 

自己負担費用 電話・FAX（個室） 

期間 
個室 2ヵ月単位で更新（最長 6ヶ月間） 

シェアオフィス 原則として最長 6 ヶ月間 

利用時間帯 7：00～23：00（1年 365日利用可） 

備品 

個室 事務机、椅子、ロッカー、コート掛け、電話・FAX、 

インターネット回線、Wi-Fi、ミーティングテーブル 

シェアオフィス 個別ブース、椅子、Wi-Fi 

共通設備 ミーティングスペース（予約制） 

広さ 個室 約 10 ㎡～約 27 ㎡ 

申込時必要書類 
①利用申請書 

②企業概要（登記簿謄本のコピー、会社概要、パンフレット等） 

連絡先 

IBPC大阪 

TEL: 06-6615-7130  FAX: 06-6615-5518 

E-mail: info@investosaka.jp 

URL: https://www.investosaka.jp/market/location.php 

 

ジェトロ対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）テンポラリーオフィス  

所有団体名 日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部 

場所 大阪国際ビルディング２９階（本町駅／堺筋本町駅） 

部屋数 
個別オフィス 3室 （各室 3人用） 

会議室 3室 

賃貸料 無料 

入居の際に必要な 

費用（保証金） 

10 日以内－1万円 

11 日以上－2万円 

自己負担費用 電話、FAX、コピー料金、プリンター利用料金 

期間 
原則として 50営業日 

必要に応じて 50営業日の延長可 

利用時間帯 月～金曜日 9:00～17:45 

備品 

机、椅子、電話・FAX、インターネット回線、キャビネット、シュレッ

ダー、プリンター（共用）、コピー機（共用）、スキャナー（共用）、PC

（共用）、電話会議システム（共用） 

広さ 個別オフィス 約 15㎡ 

申込時必要書類 案件カード（事前にお問い合わせ下さい） 

連絡先 

ジェトロ大阪本部 対日投資･ビジネスサポートセンター（IBSC） 

TEL: 06-4705-8660 FAX: 06-4705-8650 

E-mail: ibscosaka@jetro.go.jp 

URL: http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/ 

 

https://www.investosaka.jp/
https://www.investosaka.jp/
https://www.investosaka.jp/market/location.php
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/osaka/
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2) インキュベーションオフィス 

バ
イ
オ 

彩都バイオインキュベータ 

http://www.bs-capital.co.jp/saito/incu1.html 
茨木市 

彩都バイオヒルズセンター 

http://www.bs-capital.co.jp/saito/hills1.html 
茨木市 

彩都バイオイノベーションセンター 

http://www.bs-capital.co.jp/saito/inno1.html 
茨木市 

Ｉ
Ｔ 

ソフト産業プラザ TEQS 

http://teqs.jp/incubator 

大阪市 

住之江区 

デ
ザ
イ
ン 

大阪デザイン振興プラザ 

http://www.osaka-design.co.jp/ 

大阪市 

住之江区 

環
境 

おおさか ATCグリーンエコプラザ 

http://www.ecoplaza.gr.jp/index.html 

大阪市 

住之江区 

研
究
・
技
術
開
発 

開放研究室（大阪産業技術研究所） 

http://orist.jp/riyou-annai/izumi/incubator 
和泉市 

さかい新事業創造センターS-Cube 

http://www.s-cube.biz/ 
堺市 

テクノシーズ泉尾 

http://www.toshigata.ne.jp/tsi/ 

大阪市 

大正区 

MOBIO ものづくりビジネスセンター大阪・インキュベートルーム 

http://www.m-osaka.com/jp/facility/n_4fl.html 
東大阪市 

大阪市立大学インキュベータ 

https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/ura/incubator 

大阪市 

住吉区 

東大阪市立産業技術支援センター  

http://techsupport.jp/ 
東大阪市 

クリエイション・コア東大阪 

http://www.smrj.go.jp/incubation/higashi-osaka/ 
東大阪市 

大阪大学 産業科学研究所 企業リサーチパーク 

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/research-park/index.html 
茨木市 

全

般 

大阪産業創造館 企業プログラム＆デスク「立志庵」 

http://www.sansokan.jp/akinai/risshian/ 

大阪市 

中央区 

和泉市産業振興プラザ 

http://www.monodukuri.izumi.osaka.jp/index.html 
和泉市 

いけだピアまるセンター（企業育成室） 

http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisetsu/bunka/1416623006733.html 
池田市 

八尾市立中小企業サポートセンター インキュベートルーム 

http://www.city.yao.osaka.jp/0000027412.html 
八尾市 

枚方市立地域活性化支援センター インキュベートルーム 

http://www.hirakata-kassei.jp/incubateroom/ 
枚方市 
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http://www.bs-capital.co.jp/saito/hills1.html
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２．企業等進出促進補助金 

1) 外資系企業等進出促進補助金 

 

  

対象者 
本社※を大阪府内に設ける外資系企業等（※本社機能を有する事務所で 

広く一般に対して使用している呼称に｢本社｣という文字を用いているもの） 

補助要件 

・補助事業者は、次の要件を全て満たす企業 

① 延床面積 250 ㎡以上の規模で建物を取得し、又は借り受けて本社を設置して

大阪府内に進出する外資系企業等 

② 常用雇用者等 25名以上確保すること 

③ 本社が府内で移転する場合は、移転後の常用雇用者等の数が 25名以上増加す

る場合に限る 

補助率 

及び 

限度額 

※雇用人数により上限額が異なります。 

 

【家屋取得の場合】家屋・設備等の５％ 
常用雇用者等の

数 
補助金上限額 

25～99人 3,000 万円 
100～199 人 6,000 万円 
200人以上 1 億円 

 
【家屋賃貸の場合】賃料等の 1/3（24ヶ月間） 
常用雇用者等の

数 
補助金上限額 

25～99人 2,000 万円 
100～199 人 4,000 万円 
200人以上 6,000 万円 

 

操業等 

の義務 

・補助金交付申請日の翌日から 3年以内に、補助要件を達成すること。 

（補助要件を達成したことをもって「操業開始」とします。） 

・操業開始後、7年以上操業を継続すること。 

問合せ 

大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 

TEL: 06－6210－9503 FAX: 06-6210-9296 

URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html
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2) 府内投資促進補助金 

 

対象者 

工場又は研究開発施設の新築・増改築を行う中小企業 

１．産業集積促進地域（6ページ参照）における工場・研究開発施設 

工場又は研究開発施設の新増設等を行い、かつ、地元市町村による企業立地を

促進するための優遇措置の適用を受ける者 

２．先端産業分野の研究開発施設 

 バイオ・ライフサイエンス、ロボット、情報家電、新エネルギー等の分野のう

ち、先端的な事業と認める研究開発施設の新設・増改築を行う者 

対象地域 

１．産業集積促進地域における工場・研究開発施設 

産業集積促進地域 

２．先端産業分野の研究開発施設 

  大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、貝塚市、枚方市、

茨木市、八尾市、泉佐野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、摂津市、高石市、

東大阪市、大阪狭山市、阪南市、島本町  各市町の全域 

補助要件 

【投資に対する補助】 

中小企業（※1）であり、 投資額（※2）1 億円以上及び府内の事業所における操

業開始日の府内常用雇用者の総数が交付申請時の数を下回らないこと 

※1 中小企業：製造業の場合、従業員 300人以下又は資本金 3億円以下の会社又は個人 

※2 投資額：家屋・機械設備等に係る費用 

【法人事業税に対する補助】 

中小企業であり、申請時に府内常用雇用 10 人以上、府内新規雇用 5 人以上確

保すること（ただし、補助対象者は上記投資に対する補助を受けていること。ま

た、申請は操業開始後とする） 

補助率 

【投資に対する補助】 

家屋・機械設備等の 5％（府内に本社、工場又は研究開発施設を持つ企業は 10％） 

【法人事業税に対する補助】  

操業開始年度の翌年度及び翌々年度の事業活動に賦課される法人事業税相当額

の 50％ 

限度額 

【投資に対する補助】 

3,000 万円 

【法人事業税に対する補助】 

2,000 万円 

問合せ 

大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 

TEL: 06-6210-9406、06-6210-9482 FAX: 06-6210-9296 

URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html 

 

  

http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/index.html
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３．税制優遇 

1）産業集積促進税制（不動産取得税の軽減措置） 

  

対象地域 産業集積促進地域（次頁参照） 

対象不動産 

各産業集積促進地域の指定公示日から令和 6 年 3 月 31 日までの対象期間中に、当
該地域内において取得した工場、研究所、倉庫の家屋（※1）又はその敷地である土
地（※2） 

※1 ＜対象家屋＞ 
自己の事業（風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付け
る事業を除く。）として工場、研究所、倉庫の用に供するものに限り、住宅を
除く。  
１．家屋を建築（新築、増築、改築）した場合は、対象期間中に建設の着手が

行われた場合に限る。  
２．建築以外（売買、交換、贈与等）の場合は、対象期間中に取得したものに

限る。 
３．倉庫は、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二章の規定により臨港

地区として定められた地区又は港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）
第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区に所在するものに限
る。 

※2 ＜対象土地＞ 
 対象期間中に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して１年以内に以下

のいずれかが行われた場合に限る。  
１．当該土地を敷地とする対象家屋の建設（新築又は増築に限る。）の着手が

行われた場合  
２．対象家屋を取得（建築した場合を除く。）した場合 

対象者 

中小企業者（※3）で、自己の事業（※4）の用に供するために対象不動産を取得し

た方のうち、対象不動産の取得に関して市町村が講ずる優遇措置を受けた方 

※3 中小企業者：資本金の額又は出資の総額が 1億円以下である会社及び個人 

※4 事業は、風俗営業等及び風俗営業等に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業を除

く。 

軽減額 対象不動産の取得に係る不動産取得税の 2 分の１に相当する金額（上限：２億円） 

問合せ 

大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 

TEL: 06-6210-9406、06-6210-9482 FAX: 06-6210-9296 

URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/zei.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/zei.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/treatment/zei.html
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産業集積促進地域 

市町村             地 域 名 称       ＊〔 〕は指定公示日 

堺市    〔平成 19年 10月 2日、平成 24年 6月 22日、平成 25年 5月 9日、平成 30年 7月 25日〕 

 堺市臨海部工業専用地域等地区、堺市大和川南岸工業地域地区、堺市遠里小野工業地域地区、 

堺市大仙西町工業地域地区、堺市石津北町工業地域地区、堺市中区工業地域地区、  

堺市毛穴工業地域地区、堺市東区・北区工業地域地区、堺市西区工業地域地区、 

堺市鳳南町工業地域地区、堺市西区南部工業地域地区、堺市美原区工業地域地区、 

堺市美原区木材団地工業専用地域地区、堺市美原区大饗・菩提工業地域地区 

岸和田市  〔平成 21 年 4 月 1 日、平成 25 年 4 月 12 日、平成 25 年 8 月 16 日、平成 27 年 3 月 6 日、平成

27年 10月 30日、平成 30年 7月 25日、令和元年 5月 16日〕 

 岸和田市磯上工業地域地区、岸和田市木材コンビナート地区、岸和田市鉄工団地地区、 

岸和田市岸和田漁港地区、岸和田市地蔵浜工業専用地域地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド地区、 

岸和田市岸之浦町ちきりアイランド保管施設用地地区、岸和田市岸和田丘陵地区、岸和田市岸之浦町ちきり

アイランド第 2期製造業用地地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド都市機能用地地区 

豊中市   〔平成 20年 8月 1日〕 

 豊中市豊南町工業地域地区、豊中市庄内南工業地域地区、豊中市島江・庄内宝町工業地域地区、 

豊中市二葉・大島町工業地域地区、豊中市神崎川南工業地域地区 

吹田市   〔平成 25年 9月 19日〕 

 吹田市芳野町工業地域地区、吹田市江の木町工業地域地区、吹田市南吹田工業地域地区、 

吹田市西御旅町及び東御旅町工業地域地区 

泉大津市  〔平成 26年 5月 9日〕 

 堺泉北港助松埠頭総合物流情報センター等地区、泉大津旧港地区、堺泉北港汐見沖地区 

高槻市   〔平成 21年 4月 1日〕 

 

 

高槻市宮田町一丁目工業地域地区、高槻市幸町・朝日町工業地域地区、 

高槻市桜町・明田町工業地域地区、高槻市南庄所町・下田部町工業地域地区 

貝塚市   〔平成 25年 4月 24日〕 

 貝塚市二色南町地区、貝塚市新貝塚埠頭地区 

枚方市   〔平成 20年 1月 7日、平成 20年 5月 1日、平成 28年 9月 14日、令和 2年 3月 26日〕 

 枚方市枚方企業団地地区、枚方市大阪紳士服団地地区、枚方市中部工業地域地区、 

枚方市堂山東工業地域地区、枚方市中南部工業専用地域地区、枚方市中南部工業地域地区、 

枚方市出口･中振工業地域地区、枚方市津田サイエンスヒルズ地区、枚方市茄子作南・茄子作高田地区 

八尾市   〔平成 19年 10月 2日〕 

 八尾市竜華地区周辺工業専用等地域、八尾市竜華地区周辺工業地域、 

八尾市八尾空港周辺工業地域、八尾市上尾町地区周辺工業地域、八尾市渋川町２丁目工業地域、 

八尾市二俣工業地域、八尾市相生・天王寺屋周辺工業地域 

河内長野市 〔平成 29年 7月 25日〕 

 河内長野工業団地地区、河内長野市木戸西町工業地域地区、河内長野市楠町東工業地域地区、 

河内長野市菊水町・向野町工業地域地区 

高石市   〔平成 19年 10月 2日、平成 21年 7月 1日〕 

 高石市臨海部工業専用地域等地区 

大東市 〔平成 22年 4月 1日〕 

 大東市西部工業地域地区 

和泉市   〔平成 25年 9月 30日〕 

 テクノステージ和泉工業地域地区、トリヴェール和泉西部ブロック地区 

東大阪市  〔平成 19年 11月 22日、平成 28年 10月 14日〕 

 東大阪市新町・宝町工業地域地区、東大阪市加納工業専用地域地区、 

東大阪市水走･川田工業地域地区、東大阪市加納工業地域地区、東大阪市岩田工業地域地区、 

東大阪市西岩田工業地域地区、東大阪市稲田新町工業地域地区、 

東大阪市高井田工業地域地区、東大阪市柏田西工業地域地区 

泉南市    〔平成 25年 4月 12日、平成 29年 9月 29日〕 

 泉南市りんくうタウン南地区 

阪南市       〔平成 25年 4月 19日〕 

 阪南市桃の木台阪南スカイタウン地区 

田尻町    〔平成 25年 11月 21日〕 

 田尻町りんくうタウン中・北地区 

岬町         〔平成 25年 4月 12日〕 

 岬町多奈川臨海地区、岬町多奈川地区多目的公園事業活動ゾーン地区 
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※市町村の優遇措置の内容等については、産業集積促進地域の所在市・町にお問合せください。 
※いずれの制度も予告なく内容を変更する場合があります。立地を検討される企業は事前に、大阪府商工労働部
成長産業振興室国際ビジネス・企業誘致課（TEL: 06-6210-9406、06－6210－9482）までお問合せください。 
※この情報は、令和 2年 4月 1日時点のものです。 
 
  2）成長特区税制（法人府民税、法人事業税、不動産取得税の軽減措置） 
 

対象地域 

夢洲・咲洲地区及び阪神港地区、大阪駅周辺地区、北大阪地区（彩都西部地区等）、

関西国際空港地区、北大阪健康医療都市（健都）区域、 

（仮称）未来医療国際拠点区域 

対象税目 法人府民税、法人事業税、不動産取得税 

対象事業 新エネルギー・ライフサイエンス等の事業（詳細はお問合せください。） 

共通要件 

・事業計画認定後、3年以内に当該成長産業事業を開始していること 

・税の滞納などの除外規定に該当していないこと 

※上記以外に税目ごとに条件があります。（常用雇用者数の増加等） 

軽減内容 

・法人府民税・法人事業税：府外から対象地域に新たに進出する場合、 

5 年間ゼロ＋5年間 1/2（最大の場合） 

※府内からの移転の場合、従業員数の増加割合に応じて軽減します。 

・不動産取得税：事業計画申請後に取得し、事業計画認定後 3 年以内に供用開始した

成長産業事業用不動産について最大ゼロとなります。 

 （ただし供用開始後 1年間、成長産業事業に供用したことが確認できるもの。） 

認定方法 

・期間 

方 法：事業者作成の「事業計画」について審査会の意見を聞いた上で知事が認定し

ます。 

期 間：平成 28 年 4月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

問合せ 

大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 

TEL: 06-6210-9406、06-6210-9482 FAX: 06-6210-9296 

URL: http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/tokku/gaiyou.html 
 
3）特区税制（法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税の軽減措置） 
 

対象地域 夢洲・咲洲地区及び阪神港地区、大阪駅周辺地区 

対象税目 法人市民税、固定資産税、事業所税、都市計画税 

対象事業 

新エネルギー・ライフサイエンス等の事業（詳細はお問合せください。） 
※事業イメージ《新エネルギー関係》電気自動車、太陽光・風力等の新エネルギー、スマート

コミュニティ、先進的なリチウムイオン蓄電池、先進的な省エネ機器 など 

※事業イメージ《ライフサイエンス関係》 

医薬品・医療機器、高度再生医療、医療・介護関係ロボット、医療関連情報システ

ム、治験・臨床研究、高度な医療施設・設備 

※事業イメージ《その他（上記事業を支援するもの）》 

国際貨物（船舶・航空）、MICE 

共通要件 

・事業計画認定後 3年以内に当該特区事業を開始すること 

・関西国際戦略総合特区の地域協議会に参画していること 

（事業計画認定時の要件ではありません） 

・税の滞納などの除外規定に該当していないこと 

※上記以外に税目ごとに条件があります。（常用雇用者数の増加等） 

軽減内容 

特区に新たに進出する場合 5 年間ゼロ＋5 年間 1/2（最大の場合） 

※法人市民税、事業所税は同一市内からの移転の場合、従業者数等の増加割合に応じ

て軽減します。 

※固定資産税・都市計画税は、事業計画認定後 3年以内に取得し、供用を開始した特

区事業用固定資産について軽減します。 

認定方法 

・期間 

方 法：事業者作成の「事業計画」について審査会の意見を聞いた上で市長が認定し

ます。 

認定申請期限：令和 4 年 3月 31 日まで 

問合せ 

大阪市経済戦略局 立地交流推進部 立地推進担当 

TEL：06-6615-3764 FAX：06-6615-7433 

URL：http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000194706.html 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/tokku/gaiyou.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/tokku/gaiyou.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000194706.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000194706.html
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000194706.html
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４．生活面のサポート 

1) 相談窓口 

大阪府外国人情報コーナー 

http://www.ofix.or.jp/life/japanese 

大阪市中央区 

TEL: 06-6941-2297 

公益財団法人大阪国際交流センター 

http://www.ih-osaka.or.jp 

―『外国人のための生活情報』 

http://www.ih-osaka.or.jp/information/ 
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3054-1-2-21-3-2-0-0-0-0.html 

大阪市天王寺区 

TEL: 06-6773-6533                                            

 

2) 居住支援制度 

大阪市では、外資系企業等の立地を促進するため、大阪市住まい公社の賃貸住宅について、外資

系企業等に勤務する外国人の方を対象とした以下の居住支援を実施しています。 

支援概要 

入居手続きに際して、提出書類や保証人について条件を緩和します。 

・「公社」「本人」に「本人の勤務する会社」を契約に加えた『三者契約』、もしく

は「会社」「公社」間の『法人契約』により入居することができます。 

・所得を証明するための提出書類の一部を条件緩和します。 

支援対象者 

・大阪市内に進出する外資系企業等、及び当該企業等に勤務する外国人の方。 

・大阪市内に既に進出している外資系企業等、及び当該企業等に勤務するため新

たに海外から赴任する外国人の方。 

※「外資系企業等」とは外国資本が 3 分の１以上の外資系企業及び外国の公的機

関を、「進出」とは対象企業及び機関が新たにその拠点（支店・事務所等）を大

阪市内に設け、登記を行うことをいいます。 

対象住宅 
大阪市住まい公社が管理する賃貸住宅（単身者可） 

☆空き住戸情報は http://www.osaka-jk.or.jp/から検索できます 

申込方法 

O-BIC または大阪市住まい公社にお問い合わせの上、所定の申込書を大阪市住ま

い公社の受付窓口に持参。なお､申し込みに必要な書類についての詳細は､大阪市

住まい公社にお問い合わせください。 

問合せ 

大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 

TEL：06-6944-6298 FAX：06-6944-6293 E-mail：o-bic@osaka.cci.or.jp 

大阪市住まい公社 募集係 

〒530-0041 大阪市北区天神橋 6丁目 4番 20 号（住まい情報センター内）   

TEL：06-6882-9000 URL：http://www.osaka-jk.or.jp/ 

アクセス：天神橋筋六丁目駅（地下鉄谷町線・堺筋線、阪急千里線）3号出口 

  

http://www.ofix.or.jp/life/japanese
http://www.ih-osaka.or.jp/
http://www.ih-osaka.or.jp/information/
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3054-1-2-21-3-2-0-0-0-0.html
http://www.osaka-jk.or.jp/
http://www.osaka-jk.or.jp/
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3) 国際学校 

関西学院大阪インターナショナルスクール 

https://www.kwansei.ac.jp/sis/ 

箕面市 

TEL: 072-727-5050 

大阪 YMCAインターナショナルスクール 

https://oyis.org/ 

大阪市北区 

TEL: 06-6345-1661 

大阪 YMCAインターナショナルハイスクール 

http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/ihs/ 

大阪市西区 

TEL: 06-6441-0848  

梅田インターナショナルスクール 

http://www.umeda-international-school.com/ 

大阪市天王寺区 

TEL: 06-6775-5598 

金剛学園小学校・中学校・高等学校 

http://www.kongogakuen.ed.jp/index.html 

大阪市住之江区 

TEL: 06-4703-1780 

白頭学院 建国小学校・中学校・高等学校 

http://www.keonguk.ac.jp/ 

大阪市住吉区 

TEL:06-6691-1231 

大阪中華学校 

http://www.ocs.ed.jp/ 

大阪市浪速区 

TEL:06-6649-6849 

大阪朝鮮高級学校 

http://www.osakakhs.com/okhs/ 

東大阪市 

TEL:072-963-3481 

中大阪朝鮮初級学校 
大阪市東成区 

TEL:06-6981-8981 

東大阪朝鮮中級学校 
東大阪市 

TEL:072-963-0991 

北大阪朝鮮初中級学校 
大阪市東淀川区 

TEL:06-6328-6794 

東大阪朝鮮初級学校 
東大阪市 

TEL:06-6728-4202 

大阪朝鮮第四初級学校 
大阪市生野区 

TEL:06-6712-8833 

生野朝鮮初級学校 
大阪市生野区 

TEL:06-6758-0848 

南大阪朝鮮初級学校 

http://www.minamiosakakorea.com/ 

大阪市住之江区 

06-6685-6505 

城北朝鮮初級学校 

http://www.jouhoku.net/ 

大阪市旭区 

TEL:06-6951-3221 

大阪福島朝鮮初級学校 
大阪市西淀川区 

TEL:06-6473-8487 

コリア国際学園 

http://www.kiskorea.ed.jp 

茨木市 

TEL:072-643-4200 

 

 

https://www.kwansei.ac.jp/sis/
https://oyis.org/
http://www.osk-ymca-intl.ed.jp/ihs/
http://www.umeda-international-school.com/
http://www.kongogakuen.ed.jp/index.html
http://www.keonguk.ac.jp/
http://www.ocs.ed.jp/
http://www.osakakhs.com/okhs/
http://www.minamiosakakorea.com/
http://www.jouhoku.net/
http://www.kiskorea.ed.jp/

